
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法第三十三条に規定する計画等の書式を定める規則 

平成十四年七月三十一日 

規則第七十一号 

  

改正 平成一八年 八月一八日規則第一〇八号 平成二五年 三月二九日規則第六三号  

   令和 四年 三月三一日規則第五四号    

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法第三十三条に規定する計画等の書式を定める規則 

題名改正〔平成二五年規則六三号〕 

（計画の書式） 

第一条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法（平成四年法律第七十号。以下「法」という。）第三十

三条に規定する計画の書式は、別記第一号様式のとおりとする。 

一部改正〔平成二五年規則六三号〕 

（報告の書式） 

第二条 法第三十四条に規定する報告の書式は、別記第二号様式のとおりとする。 

一部改正〔平成二五年規則六三号〕 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十八年八月十八日規則第百八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十五年三月二十九日規則第六十三号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質

の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第十七条に規定する計画等の

書式を定める規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和四年三月三十一日規則第五十四号） 

この規則は、令和四年四月一日から施行する。 



別 記 

第一号様式（第一条） 

 （その一） 

年  月  日   

   千葉県知事     様 

郵便番号                      

住 所                       

氏 名                       

(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 )   

自 動 車 使 用 管 理 計 画 書                

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法第33条の規定により、特定自動車の使用管理計画を次のとおり提出し

ます。 

特定事業者の氏名又は名称  

千 葉 県 に お け る 
主たる事業場の所在地  

使用する自動車の台数 台    

業 種 
 

番 号 
 

従 業 員 数 人    

自 動 車 使 用 管 理 計 画 別添のとおり 

担 当 者 の 所 属、 

氏 名 及 び 連 絡 先 

所属・氏名 
 

電 話 
 

Ｆ Ａ Ｘ 
 

電子メール
ア ド レ ス 

 

※ 受    付    欄  

 備考 ※印の欄には記載しないこと。 
 



 （その二） 

 １ 事業場別の自動車の状況 
（    年  月  日現在）   

事業場等の番号     計 

事業場等の名称 
     

事業場等の所在地 
     

事 業 場 等 の 
連絡先(電話番号） 

     

従 業 員 数 人 人 人 人 人 

運 転 者 数 人 人 人 人 人 

種
類 

車 両 総 重 量 台数(うちディ
ーゼル車)   

台数(うちディ
ーゼル車)   

台数(うちディ
ーゼル車)   

台数(うちディ
ーゼル車)   

計（うちディ
ーゼル車） 

普
通
貨
物
自
動
車 

1.7ｔ以下 台 台 台 台 台 

1.7ｔ超～ 
2.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

2.5ｔ超～ 
3.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

3.5ｔ超  台 台 台 台 台 

小
型
貨
物
自
動
車 

1.7ｔ以下 台 台 台 台 台 

1.7ｔ超～ 
2.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

2.5ｔ超～ 
3.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

3.5ｔ超  台 台 台 台 台 

□
定
員
３０
人
以
上
□

大 

型 

バ 
ス 

1.7ｔ以下 台 台 台 台 台 

1.7ｔ超～ 
2.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

2.5ｔ超～ 
3.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

3.5ｔ超  台 台 台 台 台 

□
定
員
１１
人
以
上
□

マ
イ
ク
ロ
バ
ス 

1.7ｔ以下 台 台 台 台 台 

1.7ｔ超～ 
2.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

2.5ｔ超～ 
3.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

3.5ｔ超  台 台 台 台 台 

特
種
自
動
車 

1.7ｔ以下 台 台 台 台 台 

1.7ｔ超～ 
2.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

2.5ｔ超～ 
3.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

3.5ｔ超  台 台 台 台 台 

乗 用 自 動 車 台 台 台 台 台 

合 計 台 台 台 台 台 



 （その三） 

 ２ 自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質の排出量並びに当該排出量の目標（目標年度：    年度） 

 事  業  場  合  計 

窒素酸化物排出量（㎏） 

実 績  

目 標  

削減率  

粒子状物質排出量（㎏） 

実 績  

目 標  

削減率  

 車両毎の排出量 

番号 
事業場等 
の 番 号 

自動車登録 
番   号 

初度登 
録年月 

自動車の種別 
型 式 の 
識別記号 

車 両 
総重量 
(ｔ) 
(Ａ) 

燃料種類 

排出ガス低減装置 年間走行 
距  離 
(千㎞) 
(Ｂ) 

排出係数 排 出 量 

ＮＯｘ・ 
ＰＭ低減 

ＰＭ低減 
ＮＯx 
(Ｃ) 

ＰＭ 
(Ｄ) 

ＮＯx 
(㎏) 

ＰＭ 
(㎏) 

               

               

               

               

               

               

               

 備考 
  １ 窒素酸化物排出量は、車両総重量が3.5トンを超える自動車にあっては(Ａ)×(Ｂ)×(Ｃ)、その他の自動車にあっては(Ｂ)

×(Ｃ)により算出すること。 
  ２ 粒子状物質排出量は、車両総重量が3.5トンを超える自動車にあっては(Ａ)×(Ｂ)×(Ｄ)、その他の自動車にあっては(Ｂ)

×(Ｄ)により算出すること。 



 （その四） 

 ３ 自動車の低公害車等への代替計画及び自動車に対する排出ガス低減装置装着計画 

   現状の
台 数 年度 年度 年度 年度 年度 合 計 

   年

月

日

在 
  

 
 

 

現 

減

少

台

数 

新
規
使
用
台
数 

減

少

台

数 

新
規
使
用
台
数 

減

少

台

数 

新
規
使
用
台
数 

減

少

台

数 

新
規
使
用
台
数 

減

少

台

数 

新
規
使
用
台
数 

減

少

台

数 
新
規
使
用
台
数 

保

有

台

数 

低 

公 

害 

車 

等 

へ 

の 

代 

替 
計 

画 

天 然 ガ ス 自 動 車 
              

ハイブリッド自動車 
              

プラグインハイブ 
リ ッ ド 自 動 車 

              

ガ
ソ
リ
ン
・
Ｌ
Ｐ
Ｇ
自
動
車 

□
ハ
イ
ブ
リ
□
ド
自
動
車
及 

び
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
□ 

ド
自
動
車
を
除
く
□
□  

 
 

平 成 17 年 
排出ガス基 
準50％低減 

              

平 成 17 年 
排出ガス基 
準75％低減 

              

そ の 他 
              

軽

油

自

動

車 

□
ハ
イ
ブ
リ
□
ド
自
動
車 

及
び
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ 

 

リ
□
ド
自
動
車
を
除
く
□
□

新 長 期 
              

Ｐ Ｍ 75 ％ 
低   減 

              

Ｐ Ｍ 85 ％ 
低   減 

              

そ の 他 
              

電 気 自 動 車 
              

メタノール自動車 
              

燃 料 電 池 自 動 車 
              

合 計 
              

うち低公害車の合計 
              

排
出
ガ
ス
低
減

装
置
装
着
計
画 

排出ガス低減装置装 
 

着 車 の 合 計 

              

 



 （その五） 

 ４ 自動車に係る適正運転の実施等に関する計画及び自動車の走行量の削減のための措

置に関する計画 

 
計画事項 

計画の
有無 

内容 

適
正
運
転
の
実
施 

等
に
関
す
る
計
画 

適正運転の実施 
  

車両の維持管理 
  

その他 
  

走
行
量
の
削
減
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画 

共同輸配送の促進 
  

帰り荷の確保 
  

ジャスト・イン・タイムサービス（多
頻度少量輸送をいう。）の改善 

  

受注時間と配送時間のルール化 
  

検品の簡略化 
  

道路混雑時の輸配送の見直し等 
  

商品の標準化等 
  

モーダルシフト（鉄道及び海運の活
用をいう。）の推進 

  

公共交通機関の利用の促進 
  

情報化の推進 
  

物流施設の高度化、物流拠点の整 
備等             

  

その他 
  

 

 

一部改正〔平成18年規則108号・25年63号・令和４年54号〕 



第二号様式（第二条） 

 （その一） 

年  月  日   

   千葉県知事     様 

郵便番号                      

住 所                       

氏 名                       

(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 )   

自 動 車 使 用 管 理 状 況 報 告 書                

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法第34条の規定により、特定自動車の使用管理状況を次のとおり提出し

ます。 

特定事業者の氏名又は名称 
 

千 葉 県 に お け る 

主たる事業場の所在地 

 

自 動 車 使 用 管 理 状 況 別添のとおり 

担 当 者 の 所 属、 

氏 名 及 び 連 絡 先 

所属・氏名 
 

電 話 
 

Ｆ Ａ Ｘ 
 

電子メール
ア ド レ ス 

 

※ 受    付    欄  

 備考 ※印の欄には記載しないこと。 
 



 （その二） 

 １ 事業場別の自動車の状況 
（    年  月  日現在）   

事業場等の番号     計 

事業場等の名称 
     

事業場等の所在地 
     

事 業 場 等 の 
連絡先(電話番号） 

     

従 業 員 数 人 人 人 人 人 

運 転 者 数 人 人 人 人 人 

種
類 

車 両 総 重 量 台数(うちディ 
ーゼル車)   

台数(うちディ 
ーゼル車)   

台数(うちディ 
ーゼル車)   

台数(うちディ 
ーゼル車)   

計（うちディ 
ーゼル車）  

普
通
貨
物
自
動
車 

1.7ｔ以下 台 台 台 台 台 

1.7ｔ超～ 
2.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

2.5ｔ超～ 
3.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

3.5ｔ超  台 台 台 台 台 

小
型
貨
物
自
動
車 

1.7ｔ以下 台 台 台 台 台 

1.7ｔ超～ 
2.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

2.5ｔ超～ 
3.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

3.5ｔ超  台 台 台 台 台 

□
定
員
３０
人
以
上
□

大 

型 

バ 

ス 

1.7ｔ以下 台 台 台 台 台 

1.7ｔ超～ 
2.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

2.5ｔ超～ 
3.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

3.5ｔ超  台 台 台 台 台 

□
定
員
１１
人
以
上
□

マ
イ
ク
ロ
バ
ス 

1.7ｔ以下 台 台 台 台 台 

1.7ｔ超～ 
2.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

2.5ｔ超～ 
3.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

3.5ｔ超  台 台 台 台 台 

特
種
自
動
車 

1.7ｔ以下 台 台 台 台 台 

1.7ｔ超～ 
2.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

2.5ｔ超～ 
3.5ｔ以下 

台 台 台 台 台 

3.5ｔ超  台 台 台 台 台 

乗 用 自 動 車 台 台 台 台 台 

合 計 台 台 台 台 台 



 （その三） 

 ２ 自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質の排出量 

 事 業 場 合 計 

窒素酸化物排出量（㎏） 

実 績  

計画における目標  

削 減 率  

粒子状物質排出量（㎏） 

実 績  

計画における目標  

削 減 率  

 車両毎の排出量 

番号 事業場等 
の 番 号 

自動車登録 
番   号 

初度登 
録年月 

自動車の種別 型 式 の 
識別記号 

車 両 
総重量 
(ｔ) 
(Ａ) 

燃料種類 

排出ガス低減装置 年間走行 
距  離 
(千㎞) 
(Ｂ) 

排出係数 排 出 量 

ＮＯｘ・ 
ＰＭ低減 

ＰＭ低減 ＮＯx 
(Ｃ) 

ＰＭ 
(Ｄ) 

ＮＯx 
(㎏) 

ＰＭ 
(㎏) 

               

               

               

               

               

               

               

 備考 
  １ 窒素酸化物排出量は、車両総重量が3.5トンを超える自動車にあっては(Ａ)×(Ｂ)×(Ｃ)、その他の自動車にあっては(Ｂ)

×(Ｃ)により算出すること。 
  ２ 粒子状物質排出量は、車両総重量が3.5トンを超える自動車にあっては(Ａ)×(Ｂ)×(Ｄ)、その他の自動車にあっては(Ｂ)

×(Ｄ)により算出すること。



10/11  

 （その四） 

 ３ 自動車の低公害車等への代替状況及び自動車に対する排出ガス低減装置装着状況 

   
現 状 の 台 数     年度 

   
年 月 日現在 減 少 台 数 新規使用台数 

低 

公 

害 

車 

等 

へ 

の 

代 

替 

状 

況 

天 然 ガ ス 自 動 車 
   

ハイブリッド自動車 
   

プラグインハイブ 
リ ッ ド 自 動 車 

   

ガ
ソ
リ
ン
・
Ｌ
Ｐ
Ｇ
自
動
車 

□
ハ
イ
ブ
リ
□
ド
自
動
車
及 

び
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
□ 

ド
自
動
車
を
除
く
□
□  

 
 

平 成 17 年 
排出ガス基 
準50％低減 

   

平 成 17 年 
排出ガス基 
準75％低減 

   

そ の 他 
   

軽

油

自

動

車 

□
ハ
イ
ブ
リ
□
ド
自
動
車 

及
び
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ 

 

リ
□
ド
自
動
車
を
除
く
□
□

新 長 期 
   

Ｐ Ｍ 75 ％ 
低   減 

   

Ｐ Ｍ 85 ％ 
低   減 

   

そ の 他 
   

電 気 自 動 車 
   

メタノール自動車 
   

燃 料 電 池 自 動 車 
   

合 計 
   

うち低公害車の合計 
   

排
出
ガ
ス
低
減 

装
置
装
着
状
況 

排出ガス低減装置装 
 

着 車 の 合 計 

   



11/11  

 （その五） 

 ４ 自動車に係る適正運転の実施等に関する状況及び自動車の走行量の削減のための措置に関する状況 

 
計画事項 

計画の

有無 
内容 

適
正
運
転
の
実
施 

等
に
関
す
る
状
況 

適正運転の実施 
  

車両の維持管理 
  

その他 
  

走
行
量
の
削
減
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
状
況 

共同輸配送の促進 
  

帰り荷の確保 
  

ジャスト・イン・タイムサービス（多
頻度少量輸送をいう。）の改善 

  

受注時間と配送時間のルール化 
  

検品の簡略化 
  

道路混雑時の輸配送の見直し等 
  

商品の標準化等 
  

モーダルシフト（鉄道及び海運の活
用をいう。）の推進 

  

公共交通機関の利用の促進 
  

情報化の推進 
  

物流施設の高度化、物流拠点の整 
備等             

  

その他 
  

 
 

 

 

 

改正〔平成18年規則108号・25年63号・令和４年54号〕 


